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第４章２（３）キャリア教
育の推進について

 小学校高学年から見ても分かるよ
うなライフプラン、例えば、第２種電
気工事士の資格を取得したら次は
第１種電気工事士というように、キャ
リアモデルのフローチャートや関連
性のある職業案内図があると良い。
第３章の実施目標に掲げている「働
く意欲のあるすべての人たちに対す
る職業能力開発の推進」や「技能の
振興」、「職業能力開発に関する体
制の整備」にも繋がるものと考える。

本計画の第４章２（３）に、「年齢期に応じたキャリア教育を推進していきま
す。」と記載しているとおり、主に義務教育段階では、ものづくり体験等を通し
て様々な職業と触れあう機会を提供するなど、ものづくりへの興味・関心や
「働く」ことに対する意識付けを図っているところであります。また、高校生等
に対しては、職業講話やインターンシップの実施等により、勤労観や職業観
の醸成を図っているところです。
なお、キャリアモデルを提供し、ライフプランの道筋を示すことは、「働く」こと
についての具体的なイメージを持たせることに繋がり、キャリア教育を推進す
る上で重要であると考えておりますが、キャリア教育に係る個別の手法につ
いては本計画には記載せず、具体的な取組として検討してまいりたいと考え
ておりますので、御理解願います。


